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は じ め に

たちが業務の中で何気なく使っている言葉や、慣例的に行っている通知等は、適切に市民に伝わっているでしょうか。

行政に寄せられる市民の声・問合せの内容を見ると、行政が作成する文書等には市民にとって難解な専門用語、馴染みの薄

い表現が使われ、送られてきた文書等そのものの趣旨が分からないなど、私たちが市民に伝えたいことが適切に伝わっていな

いケースが存在しています。

ここで大切なことは「伝える」ではなく「伝わる」です。

「市民に伝わる文書」の作成に向け、部局横断的な職員からなる「市民サービス改革推進プロジェクト・チーム（市民の心

動かし隊）」を設置し、部局、役職等に捉われることなく、様々な議論、検証等の活動を進めてきました。

今般、この活動を通じて得られた、文書等を作成する上での大切な視点、工夫等を取りまとめた「令和４年度『市民の心 動

かし隊』活動報告書」を作成しました。

本報告書については、今後、市民への通知文やお知らせ、

チラシ、市ホームページ等を作成する際のエッセンスをとり

まとめたものです。

行政言葉で書いてる

内容が難しい・・
結局、何をしたらいいの？

どこを見たらいいのか・・

もう少し、気持ちに

寄り添ってくれても

いいのに・・

【市民の心情】

私

１



市民サービス改革推進プロジェクト・チーム「市民の心 動かし隊」

全庁からなる入庁２年目から次長級までの職員17人で構成するプロジェクト

・チームです。

「寝屋川市 市民サービス改革 基本理念及び行動指針」に基づき、部局横断

的に対応が必要な案件に対する改善案の提案に向け、様々な視点から業務を検

証し、改善案を関係課へ提案することで、サービス向上に取り組むことを目的

として活動を進めてきました。

「市民の心 動かし隊」 とは・・

寝屋川市 市民サービス改革 基本理念及び行動指針

基本理念

行動指針

≪ 動かせ 市民の心 ≫

第１条 市民の事情＞行政の都合
第２条 スピード感を持った対応
第３条 期待・想像以上の対応

【活動の様子】

氏名 現所属・補職等(R5.3.31時点)

統括者 山口 美加 福祉部次長兼福祉総務課長

副統括者 國村 幸司 危機管理部監察課長

構成員

(機構順)

草山 将一 財務部資産活用課長

廣中 逸男 市民サービス部総務・窓口担当課長

三木 博之 こども部子育て支援課課長代理兼係長

上床 卓矢 総務部総務課係長

森 倫太郎 健康部保健総務課副係長

田中 理華 経営企画部企画三課(在職：12年目)

北川 拓馬 総務部人事室(在職：４年目)

桐山 智広 市民サービス部市民税担当(在職：９年目)

梅木 卓見 福祉部福祉総務課(在職：２年目)

髙田 真由子 福祉部高齢介護室(在職：２年目)

伊藤 佳子 ２軸化事業本部(在職：３年目)

川田 祐 まちづくり推進部産業振興室(在職：４年目)

多田 大介ｱﾝﾃﾞﾙｿﾝｿｰｻﾞ 上下水道局水道事業課(在職：３年目)

坂口 晶帆 学校教育部教育政策総務課(在職：４年目)

柘植 由布子 社会教育部社会教育課(在職：11年目)

【市民の心 動かし隊 メンバー】

２



７ RULES

まずは市民の立場に立って

現在送付している文書(送付文書・チラシ等)がある場合は、市民に確実に伝わる内容となっているか見直しましょう。
また、送付している文書が分かりにくい場合には、別途、要点をまとめた概要資料を添付しましょう。

「趣旨」「目的」「お願いごと」を明確に

何のためのお知らせか、市民が情報を受け取った際にしていただくことは何か、今後、どのような手続をしていただく必要
があるのかなど、文書等の送付目的を明確に表記しましょう。

「脱」専門用語

正しい公用語を用いた文章作成を心掛けることは大切なことですが、行政で用いられる難しい言い回しの「専門用語」や
「法令用語」が必ずしも、市民に伝わりやすいとは限らず、場合によっては、うまく伝わらないということも考えられます。
市民に伝わりやすい内容となっているか、場面や状況に応じて、補足説明、注釈の挿入や誰でも理解しやすい言葉への言い
換えをしましょう。

文字よりレイアウト・図式化

伝わるのは文字よりビジュアルです。今後の予定、スケジュール、必要な手続等については、視覚的効果（項目別の色使い、
手続の図式化など）を活用して、分かりやすく表記しましょう。

問合せが多いものは 事前にＱＡ形式に

問合せの多い内容については、事前にＱＡ形式で表記することで、問合せ件数の減少(市民の手間の削減)、職員の負担軽減
につながります。
現在、掲載しているホームページのＱＡについても、よくある問合せや最新の内容になっているか見直ししましょう。

文章は「より短く」

文章の作成で大切なことは情報の多さではなく、伝わりやすさです。
文章はできる限り短く、簡潔・明瞭に表記しましょう。

市民の心情、ライフシーン、場面に合わせた寄り添った一言を

市民に寄り添った言葉は、通知の趣旨を伝わりやすくさせるなどの効果も期待できます。
市民の心情、ライフシーン、場面等を踏まえ、まずは市民に寄り添った言葉を添えましょう。

１

２
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7

今回の活動を通じ、市で発信しているあらゆる媒体(送付文書、チラシ、ホームページ 等)において、重視すべきポイントや大

切にすべきポイントを７つの基本ルールとしてとりまとめました。

３

ル ー ル

“           ”
セ ブ ン

『市民に伝わる』



取 組 内 容

『 市民の心 動かし隊 』

― 文書の改善提案 －



『市民の心 動かし隊』 取組内容 (令和４年度)

文書の選定・抽出

・ 超高齢社会の進展を踏まえ、市が発信する内容は、シルバー世代にとっても分かりやすいものであることが重要

⇒ 主にシルバー世代に関わりが大きいと考えられる、介護保険に係る文書を選定

・ 介護保険に関する文書のうち、問合せ件数が多く、趣旨や目的が伝わりづらいと考えられる文書を抽出

対象とした文書(４項目)

【２種類】【２種類】

検証等の流れ

４



介護保険加入者が死亡した場合、相続人に送付する案内文書Ⅰ

【一例】 追徴のお願いの通知書 (現状、以下資料のとおり)

◆ 本通知書は追徴（不足分の保険料を支払っていただくこと）のお願い

だが、これらを相続人が受け取ったとき、趣旨が何か、必要な手続、

今後のスケジュール等について、適切に相続人に伝わっているか。

◆ 介護保険加入者が亡くなられた御家族（ここでは相続人）が悲しみに

打ちひしがれている中、行政として相続人の気持ちに寄り添えているか。

チェックポイント

５



まずは市民の立場に立って

改善提案の内容【追加資料(表面)】

「趣旨」「目的」
「お願いごと」を明確に

文章は「より短く」

市民の心情、ライフシーン、場面
に合わせた寄り添った一言を

ライフシーン、対象者の心情、通知の
趣旨等を踏まえ、まずは相手に寄り添
った言葉を添えた。

文書の送付目的を記載
・何のためのお知らせか
・市民が文書を受け取った際にしてい

ただくことは何か
・今後、どのような手続をしていただ

く必要があるのか 等
これまでの市への問合せ内容等を踏ま
え、対象者が一番知りたいと思われる
納付方法について、場合分けすること
で、分かりやすく表記

改善提案の内容

現行の通知書(３枚)に加え、相続人等がその趣旨や必要な手続について、「これを読めば全体像が分かる」１枚の資料を追加で同封

することを提案

追加資料の内容
表

Ⅰ

☑

☑

☑

６

－１

文字よりレイアウト・図式化

読みやすい資料とするため、フォント、
行間、配色を工夫

☑

【セブンルール ７】

【セブンルール ６】

【セブンルール ４】

【セブンルール ２】

「脱」専門用語

行政でよく用いられるものの、一般的
に馴染みが薄い表現は、誰でも伝わる
表現に言い換え
（例：「算定」 ⇒ 「計算」）

☑

【セブンルール ３】

【セブンルール 1】

☑



問合せが多いものは
事前にＱＡ形式に

・問合せ件数の減少、職員の事務量軽減
につなげるため、よくある問合せの
内容をＱＡ形式で表記

・そのほかの質問については、ＱＲコー
ドから市ＨＰに誘導
(ＨＰに詳しくＱＡを掲載)

文字よりレイアウト・図式化

市外からの来庁が予測される場合は、
地図を必ず挿入

裏

Ⅰ

特にシルバー世代に被害が多い還付金
詐欺についての注意喚起を掲載

☑

☑

☑

７

改善提案の内容【追加資料(裏面)】－２

【セブンルール ５】

市民の心情、ライフシーン、場面
に合わせた寄り添った一言を

【セブンルール ７】

【セブンルール ４】



介護保険料(普通徴収)の納入通知書Ⅱ

【一例】 納付のお願いをする場合の通知書 (現状、以下資料のとおり)

◆ 本通知書は介護保険料の納付のお願いであるが、

本通知書を市民が受け取ったとき、趣旨が何か、

必要な手続、今後のスケジュール等について、

適切に市民に伝わっているか。

◆ 介護保険料の概要、納付の方法などが分かりやす

く、市民の気持ちに寄り添った内容になっているか。

８

チェックポイント



「趣旨」「目的」
「お願いごと」を明確に

文字よりレイアウト・図式化

納付方法をフロー形式を用いて、分か
りやすく表記

改善提案の内容

介護保険の納付者がその趣旨や必要な手続について、「これを読めば全体像が分かる」１枚の資料を追加で同封

追加資料の内容
表

Ⅱ

☑

☑

文書の送付目的を記載
・何のためのお知らせか
・市民が文書を受け取った際にしてい

ただくことは何か
・今後、どのような手続をしていただ

く必要があるのか 等

９

改善提案の内容【追加資料(表面)】－１

【セブンルール ４】

【セブンルール ２】

【セブンルール 1】

まずは市民の立場に立って☑



裏

Ⅱ

10

改善提案の内容【追加資料(裏面)】－２

文字よりレイアウト・図式化

市外からの来庁が予測される場合は、
地図を必ず挿入

☑

【セブンルール ４】

問合せが多いものは
事前にＱＡ形式に

・問合せ件数の減少、職員の事務量軽減
につなげるため、よくある問合せの内
容をＱＡ形式で表記

・そのほかの質問については、ＱＲコー
ドから市ＨＰに誘導
(ＨＰに詳しくＱＡを掲載)

特にシルバー世代に被害が多い還付金
詐欺についての注意喚起を掲載

☑

☑

【セブンルール ５】

市民の心情、ライフシーン、場面
に合わせた寄り添った一言を

【セブンルール ７】



介護保険料(特別徴収)の開始通知書Ⅲ

【一例】介護保険料（特別徴収）のうち、「仮徴収」を行う場合の通知書 (現状、以下資料のとおり)

◆ 本通知書は仮徴収を行う旨のお知らせであるが、

本通知書を市民が受け取ったとき、仮徴収とは何か、

必要な手続、今後のスケジュール等について、適切

に市民に伝わっているか。

◆ 市民に理解していただけるよう、行政が伝えたいこと

を漏れなく記載しつつ、圧迫感を感じさせることが

ないか。（文字量が適切か。）

◆ 例年、同じような内容の問合せが市民から寄せられ

ることがないよう、対応できているか。

11

チェックポイント



文字よりレイアウト・図式化

「趣旨」「目的」
「お願いごと」を明確に

文書の送付目的を記載
・何のためのお知らせか
・市民が文書を受け取った際に、

していただくことは何か
・今後、どのような手続をしていた

だく必要があるのか 等

通知書の中でも特に確認してほしいポ
イントを実際の送付書類を見てもらい
ながら必要な情報を補足

改善提案の内容

表

Ⅲ

現行の通知書等に加え、市民から問合せの多い事項を重点的に分かりやすく記載し、視覚的にも見やすいよう工夫した「これを読めば

全体像が分かる」１枚の資料を追加で同封することを提案

追加資料の内容

文字よりレイアウト・図式化

・今後の予定やスケジュールが一目で
分かるよう、手続・スケジュールを
ビジュアルで表示

・現在どの手続をしているのか分かる
よう「今こちらです！」と吹き出し
を表示

☑

☑

☑

12

改善提案の内容【追加資料(表面)】－１

【セブンルール ２】

【セブンルール ４】

【セブンルール ４】

「脱」専門用語

行政でよく用いられるものの、一般的
に馴染みが薄い表現は、補足の説明を
追記
（例：「仮徴収」について補足説明）

☑

【セブンルール ３】

【セブンルール 1】

まずは市民の立場に立って☑



文字よりレイアウト・図式化

裏

Ⅲ

☑

読みやすい資料とするため、フォント、
行間、配色を工夫

13

改善提案の内容【追加資料(裏面)】－２

【セブンルール ４】

文字よりレイアウト・図式化

市外からの来庁が予測される場合は、
地図を必ず挿入

☑

【セブンルール ４】

問合せが多いものは
事前にＱＡ形式に

・問合せ件数の減少、職員の事務量軽減
につなげるため、よくある問合せの内
容をＱＡ形式で表記

・そのほかの質問については、ＱＲコー
ドから市ＨＰに誘導
(ＨＰに詳しくＱＡを掲載)

特にシルバー世代に被害が多い還付金
詐欺についての注意喚起を掲載

☑

☑

【セブンルール ５】

市民の心情、ライフシーン、場面
に合わせた寄り添った一言を

【セブンルール ７】



所得簡易申告書Ⅳ

◆ 被保険者のうち、前年中の所得が分からない

方に送付する本書類は、市民の提出時期に

よって介護保険料の反映時期が異なる。

「提出したのに保険料が変わっていない。」

といった問合せが多発しないよう、対応できて

いるか。

◆ 所得に応じた保険料の算定に当たって、提出が

必要であるにもかかわらず、提出していない方

へのリスク等の周知ができているか。

14

チェックポイント

所得簡易申告書 (現状、以下資料のとおり)



Ⅳ

見直し後見直し前
文章は「より短く」

・提出すれば、保険料が安く
なる可能性があることを強調

・提出時期により保険料が変わ
るタイミングが異なることか
ら、目立つ場所に配置

文字より
レイアウト・図式化

収入の有無をより見やすく分
かりやすくするため、枠を分
けて表記

まずは
市民の立場に立って

記入に漏れがないように、チ
ェックリストを新たに追加

☑

☑

☑

15

改善提案の内容【改善資料(表面)】－１

改善提案の内容

現行の送付資料は、市独自で作成している資料であるため、より見やすく、伝わりやすい内容に見直しを提案

【セブンルール ６】

【セブンルール ４】

【セブンルール １】



Ⅳ

見直し後見直し前

まずは
市民の立場に立って

申告率を上げるため、
提出がなかった場合に
考えられるリスクを表記

文字より
レイアウト・図式化

記入例の内容をポイント
ごとに分けて細かく表記

☑

☑

16

改善提案の内容【追加資料(裏面)】－２

【セブンルール １】

【セブンルール ４】

文字より
レイアウト・図式化

今後の予定やスケジュー
ルが一目で分かるよう、
手続・スケジュールをビ
ジュアルで表示

☑

【セブンルール ４】



17

全庁的な市民サービス改革の推進

０１ ０２ ０３

【セブンルール】

① まずは市民の立場に立って
② 「趣旨」「目的」「お願いごと」を明確に
③ 「脱」専門用語
④ 文字よりレイアウト・図式化
⑤ 問合せが多いものは 事前にＱＡ形式に
⑥ 文章は「より短く」
⑦ 市民の心情、ライフシーン、

場面に合わせた寄り添った一言を

内容の見直し

【媒体の一例】

・ 市ホームページ
・ チラシ・リーフレット
・ 送付文書
・ 市からのお知らせ

全庁的な改善の推進点検・検証

本報告書を参考に、各所属

から発信している内容が市

民に伝わりやすいものとな

っているか点検・検証をし

ましょう。

工夫によって、より伝わり

やすい内容に見直し、積極

的に改善をしましょう。

市民に伝わる内容への改善

はもちろん、時代のニーズ

や社会情勢に応じて、市民

のニーズに即した内容とな

っているか定期的に見直し

しましょう。

プロジェクト・チームの活動によって見直しを提案した案件だけでなく、同様のケースや課題があると考えられる所属については、

自らのこととして捉え、提案内容を積極的に活用していただくため、今後、各所属で取り組んだ改善事例については、全庁的に事例紹

介・情報共有等を行い、より一層、全庁的な市民サービス改革を推進していきます。

【見直しのサイクル】

問合せ
市民の声

点検
検証

見直し
改善

各所属での見直しの流れ



令和４年度、総勢17名で市民サービス改革推進プロジェ

クト・チーム(市民の心動かし隊)を発足しました。

何が市民サービスの向上につながるのか、そもそも

『市民サービス』とは何なのか、そんな思いの中、コロナ禍

における市民からの問合せがあり、その多くがシルバー世代

であったことに着目し、介護保険に焦点を当て、確実に

「伝わる」ことを最優先に会議を重ね、今年度の活動成果を

報告書としてまとめることができました。

この報告書を基に、我々は、市民に「伝える」で終えるの

ではなく、正しく「伝わる」ことを最優先に考え、一人一人の職員が常に問題意識を持ちつつ、全庁一丸となって市民サー

ビス向上に向けた改善・改革に取り組むことを切に願います。

令和５年３月

市民の心 動かし隊 （市民サービス改革推進プロジェクト・チーム）

む す び に
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【令和４年度 『市民の心 動かし隊』メンバー】


